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Ⅰ はじめに 

 

令和７年第１回定例会にあたり、令和７年度予算案の概要を申し上げます。 

 

市政運営にあたっては、「市民との連携」、「魅力発信による活性化」、「持続可

能な市政運営」を基本理念とし、市民の皆様をはじめ多くの方々と対話を重ね

ながら、北広島市で生まれ育った子どもたちや、市民の皆様が安全に安心して

暮らし、将来に夢と希望を持てるまちづくりに全力で取り組んでまいりました。 

  

今、我が国は、国際情勢や人手不足による物価高騰により、多くの国民の日

常生活や企業の生産活動が影響を受けています。 

また、能登半島地震をはじめ毎年のように発生する災害に対し、安全、安心

なまちづくりが強く求められているところであります。 

  

新型コロナウイルス感染症の５類移行後、ふたたび東京への一極集中が進み、

若者世代の転出など地方の人口減少が進んでいます。 

こうした中、若者・女性にも選ばれる地方、だれもが安心して住み続けられ

る地方の構築が求められています。 

 

北海道においては、全国と同様、厳しい状況が続くものの、千歳市への次世

代半導体工場の進出や、石狩湾への洋上風力発電をはじめとするＧＸの推進な

ど、新たな成長の兆しがあらわれはじめているところです。 

 

「究極の地方創生」を掲げ取り組んできた、北海道ボールパークＦビレッジ

は開業から３年目を迎えます。 

昨年は、Ｆビレッジに約４１８万人の方々が訪れ、北広島市ににぎわいと活

気をもたらしました。 
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誘致の表明以来、一貫して人口の社会増が続くなど、ボールパーク構想がも

たらす新たな価値が各分野であらわれはじめており、持続可能な都市経営への

確かな道筋がみえてきたところであります。 

 

令和７年度は、令和３年度からスタートした「第６次総合計画」の折り返し

の年であり、これまでの取組の検証を行うとともに、情勢を踏まえながら、ま

ちづくりのテーマである「自然と創造の調和した豊かな都市」の実現に向け、

後期５か年のまちづくりに向けた見直しを行う年であります。 

 

令和７年度予算案の基本的な編成方針につきましては、本年に市長選挙が執

行されることから、本定例会に提案した予算案は、主に市政運営の基本となる

義務的及び経常的な経費とした骨格予算といたしました。 

 

しかしながら、行政の継続性や緊急的な課題への対応などに配慮する必要か

ら、計画的に実施している継続事業、物価高騰への対応など、当初から予算措

置が必要な事業につきましても経費を計上し、過去最大規模となったところで

あります。  
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Ⅱ 施策別予算案の概要 

 

次に、主要施策について申し上げます。 

 

まず始めに、物価高騰対策につきましては、定額減税補足給付を着実に実施

するとともに、住民税非課税世帯等に対する給付をすみやかに実施してまいり

ます。 

 

市独自の物価高騰対策として、生活者支援として住民税均等割のみ課税世帯

に対する２万円の給付、市立保育所、私立幼児教育・保育施設及び市立小中学

校の給食費高騰分について支援を行ってまいります。 

また、事業者支援として、福祉施設等への支援金の給付や、Ｆビレッジの経

済効果を市内事業者に波及させるためのキャッシュレス決済キャンペーン等に

取り組んでまいります。 
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次に、第６次総合計画の基本目標に沿った主要施策についてであります。 

 

第１章 ともに歩み笑顔が輝くまち 

 

最初に、「ともに歩み笑顔が輝くまち」についての施策であります。 

 

子育て支援・子育て環境の充実につきましては、妊婦支援給付事業による妊

娠期の経済的負担軽減や妊産婦健康診査、産後ケア事業を実施するなど、安心

して出産できる環境をつくってまいります。 

 

子どもの権利擁護につきましては、「北広島市こども計画」の基本理念に位

置付け、子どもの権利に関する施策を推進してまいります。 

 

子どもの貧困対策につきましては、一体化して策定する「北広島市こども計

画」に基づき、学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するため、中

学生を対象に学習塾や習い事の費用の一部助成を行ってまいります。 

 

すべての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象に、母子保健・児童福祉の切れ

目ない一体的・継続的支援に向け、子ども家庭センターを設置し、母子保健や

児童福祉等の連携・協働による包括的な支援体制を強化してまいります。 

 

 子どもの発達支援につきましては、発達が気になる早期の段階から専門的な

相談や支援を行うとともに、地域全体の発達支援体制の充実と強化に向けた取

組を行ってまいります。 
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高齢者福祉・介護の充実につきましては、「高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画」に基づき、高齢者人口の増加を見据え、介護サービス提供基盤の強

化など「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に努めてまいります。 

 

福祉人材の確保対策につきましては、介護施設や障がい福祉施設、保育所等

に対する就労の促進に向けた支援金の支給や、市民ソーシャルワーカー養成講

座の実施等による就職支援を行ってまいります。 

 

障がい福祉の充実につきましては、「北広島市障がい支援計画」に基づき、

障がいのある方が地域社会で安心した日常生活を送ることができるよう、各種

福祉サービスの適切な提供や相談支援の充実、障がい者の雇用の場の確保等を

進めてまいります。 

 また、医療的ケアが必要な障がい児の健やかな成長や、その家族の離職防止

などを目的に、さっぽろ連携中枢都市圏と連携し、新たに訪問看護の提供によ

るレスパイト事業を行ってまいります。 

 

高齢者、障がい者、子ども等に関する相談支援体制の充実につきましては、

福祉総合相談室において、関係機関と連携を図りながら、切れ目のない総合的

な相談支援を行ってまいります。 

 

医療援護につきましては、子どもや重度心身障がい者、ひとり親家庭などに

対する医療費の一部助成を行い、市民の保健の向上と経済的負担の軽減を図っ

てまいります。 

 

 

 

 



 

－ 6 － 

 

健康づくりにつきましては、「北広島市第５次健康づくり計画」に基づき、

健康診査及びがん検診の受診率向上を図り、健康増進及び異常の早期発見に努

めるとともに、生活習慣病の重症化予防に重点を置いた健康相談や腎臓の学習

会などのほか、自殺対策や心の健康増進に向けた取組を実施してまいります。 

 

食育の推進につきましては、自らが食について考え、ライフステージに応じ

た健康的な食生活が実践できるよう、関係機関と連携し、各種施策に取り組ん

でまいります。 

 

 妊婦に対し妊婦健診の通院にかかる費用の助成を行うとともに、特定不妊治

療にあわせて実施する先進医療にかかる経済的負担の軽減を図るため、治療費

の一部助成を行ってまいります。 

 

路上喫煙対策につきましては、清潔かつ安全な生活環境を確保するため、周

知啓発を行ってまいります。 

また、国からの通知を踏まえ、分煙施設の設置に向けた検討を進めてまいり

ます。 

 

急病医療体制の確保につきましては、北広島医師会などと連携し、夜間急病

センター及び在宅当番医制度により受診体制を確保するとともに、救急安心セ

ンターさっぽろの運用を行ってまいります。歯科医療につきましても、千歳歯

科医師会と連携し、祝日・年末年始における急病患者への対応を行ってまいり

ます。 

また、産科につきましては、引き続き誘致を目指してまいります。 
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国民健康保険事業につきましては、「北広島市国民健康保険第３期データヘ

ルス計画・第４期特定健康診査等実施計画」に基づき、加入者の健康増進のた

め、特定健康診査の受診率向上を図り、特定保健指導や糖尿病性腎症重症化予

防事業を実施してまいります。  
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第２章 学び合い心を育むまち 

 

次に、「学び合い心を育むまち」についての施策であります。 

 

 学校教育活動の充実につきましては、コミュニティ・スクールを基盤とした

小中一貫教育の取組を通して、持続可能な社会の創り手を育む教育を進めてま

いります。  

 

社会の変化や課題に対応した教育の推進につきましては、外国語指導助手を

１名増員し、発音やコミュニケーション能力の向上など外国語授業等の充実を

図るとともに、国際社会で活躍する人材を育成してまいります。 

 

子どもの体力向上に向けた取組につきましては、北海道日本ハムファイター

ズと連携し、小学校にファイターズアカデミーコーチを派遣するなど、専門的

な知見による授業を実施してまいります。 

 

学校の適正規模・適正配置につきましては、これまでの教育委員会の取組と

総合教育会議における議論を踏まえ、西部小学校を活用した施設一体型義務教

育学校を設置することとし、保護者や地域等から意見を伺いながら、基本構想

及び基本設計の策定に取り組んでまいります。 

 

また、空き施設となる西部中学校の利活用につきましては、地域全体の活性

化に資するよう、まちづくりの観点から、公共施設の在り方や民間活力の活用

を含め、連合町内会をはじめ地域と意見交換を行いながら、検討してまいりま

す。 
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学校施設につきましては、大曲中学校の暖房機の更新工事や東部小学校の放

送設備の更新など施設・設備の改修を進めてまいります。また、市内小中学校

の牛乳保冷庫の更新を行ってまいります。 

 

学校ＩＣＴ環境の整備につきましては、学びの質の向上と校務の効率化を図

るため、令和２年度に整備した学習者用コンピュータやネットワーク機器のほ

か、小学校の大型提示装置の更新を行ってまいります。 

 

スポーツの振興につきましては、「北広島市スポーツ振興計画」の中間見直

しに取り組むとともに、Ｆビレッジハーフマラソンをはじめとした各種イベン

トの開催を通じ、市民のスポーツ活動の推進と交流人口の増加や地域経済の発

展に取り組んでまいります。 

 

 芸術文化の展開につきましては、市民が芸術文化を身近に感じ、鑑賞や交流

の機会を創出するため、市民との協働による施設運営や事業を企画・実施して

まいります。 

 

文化財の保存と活用につきましては、国指定史跡旧島松駅逓所主屋の改修を

引き続き実施するとともに、訪れた方が史跡の魅力を感じられるよう展示の更

新を行ってまいります。 
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第３章 だれもが安全に暮らせるまち 

 

 次に、「だれもが安全に暮らせるまち」についての施策であります。 

  

防災訓練につきましては、地震、風水害等を想定した避難所開設・運営訓練

や水防訓練、災害対策本部運営訓練等を継続して実施することにより、職員の

災害対応力の充実を図ってまいります。 

 

防災資機材の整備につきましては、発災時における避難所の円滑な開設・運

営及び応急救助の迅速かつ適切な実施を図るため、所要の資機材を整備・更新

することにより、災害に対する備えを強化してまいります。 

 

木造住宅の耐震化の促進につきましては、耐震診断及び改修費用の一部助成

を行い、地震に対する安全性の向上を図ってまいります。 

 

宅地耐震化推進事業につきましては、大規模盛土造成地について地震発生時

の地すべり被害を軽減するため、水位観測・目視調査等の経過観察を行ってま

いります。 

 

自主防災組織の育成につきましては、自主防災組織等が実施する資機材整備

や防災訓練に係る支援を行い、市民の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図

ってまいります。 
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千歳川流域の治水対策につきましては、令和６年７月に流域の自治体及び河

川管理者等と共同で策定した「千歳川流域水害対策計画」に基づき、輪厚川を

はじめとする千歳川本川及び支川の堤防強化など、河川整備の更なる加速化に

ついて、引き続き関係機関に要請してまいります。 

 

消防につきましては、災害対応力の更なる強化を図るため、資器材や装備品

等の計画的な更新・整備を進めてまいります。 

 

札幌圏消防通信指令の共同整備につきましては、石狩管内における消防力強

化のため、令和７年１０月からの全面運用に向けた準備を引き続き進めてまい

ります。 

 

火災予防の推進につきましては、防火意識の高揚を図るため、防火委員会の

活動を支援し、幼少期からの育成や地域の防火啓発に取り組んでまいります。 

 

救急体制につきましては、救急需要の増加に対応するため、高度な救命処置

ができる救急隊員の育成を進めるとともに、市民を対象とした応急手当の普及

啓発を推進してまいります。 

 

交通安全の推進につきましては、交通事故のないまちを目指し、市民や関係

機関等と連携し、交通安全意識の向上に努めるとともに、交通安全施設の整備

など環境の充実を図ってまいります。 

 

防犯対策につきましては、「北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進

計画」に基づき、市民や関係団体、関係機関との連携を強化するとともに、防

犯意識の普及啓発や防犯活動団体への支援を行うなど防犯活動を推進してまい

ります。 
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また、夜間における犯罪の防止と交通安全の確保を図るため、地域防犯灯を

維持管理する団体を支援するとともに、環境負荷の少ないＬＥＤ化を推進して

まいります。 

 

消費者保護の推進につきましては、北広島消費者協会への支援を通じて、消

費生活に関する啓発を行うとともに、消費生活センターにおける特殊詐欺など

の相談や、関係団体と連携した消費者被害の防止に取り組んでまいります。 

 

平和の推進につきましては、「平和都市宣言のまち」として、市民一人一人の

恒久平和に対する意識高揚を図るため、平和の灯の維持管理や、被爆体験伝承

者講話、平和の灯記念事業などの普及啓発活動に取り組んでまいります。 

 

人権意識の啓発につきましては、人権尊重の社会づくりを推進していくため、

人権擁護委員との連携による人権教室やパネル展の開催など、学校や地域にお

ける人権教育・啓発活動に取り組んでまいります。 

 

男女共同参画につきましては、「きたひろしま男女共同参画プラン」に基づき、

男女共同参画セミナーや女性弁護士による法律相談、パネル展などを開催する

とともに、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた意識啓発等を行ってまい

ります。 

 

多様な性のあり方につきましては、全ての個人が互いにその人権を尊重しつ

つ、性別に関わりなく個性と能力を発揮できる社会の実現に向けて、パートナ

ーシップ宣誓制度を運用するとともに、性的マイノリティに関する正しい知識

の普及と理解促進に取り組んでまいります。
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第４章 住みよい環境にかこまれたまち 

 

次に、「住みよい環境にかこまれたまち」についての施策であります。 

 

 ＪＲ北広島駅西口周辺につきましては、市の顔にふさわしいまちづくりに向

け、「駅西口周辺エリア活性化計画」に基づき、官民連携による居住交流施設の

整備を進めるとともに、その他の市有地の活用について、パートナー企業とと

もに検討を進めてまいります。 

 

ＪＲ新駅に係る交通結節点形成事業につきましては、市内各地区との往来や

周辺住民及び北海道ボールパークＦビレッジの来訪者等の利便性の向上を図る

とともに、ＪＲ北広島駅周辺と連担性を持った利便性の高いまちづくりに向け、

引き続き新駅及び周辺施設の整備を進めてまいります。 

 

 北広島団地地区の住環境につきましては、定住促進に向けた環境整備の一環

として、容積率の緩和に向けた取組を進めてまいります。 

 

 景観づくりにつきましては、本市の自然と都市機能が調和した街並みを活用

しながら、美しい景観を守っていくため、景観行政団体の移行に向けた取組を

進めてまいります。 

 

住宅施策につきましては、定住人口の増加や景観等の維持のため、空家流通

促進デジタルプラットフォームを運用し、流動化の促進を図ってまいります。 

また、住まいの相談カウンター等を設置し、市民の相談に対応してまいりま

す。 
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 市営住宅につきましては、「北広島市公営住宅長寿命化計画」に基づき、広島

団地の給湯管改修工事を実施してまいります。 

 

地域公共交通につきましては、だれもが安心して暮らし続けることができる

よう、各地区の特性に応じた持続可能な公共交通網の形成を推進してまいりま

す。 

 

市道の整備につきましては、通学児童や地域住民の安全と利便性の向上、車

両の円滑な走行空間を確保するため、生活道路の整備を進めてまいります。 

輪厚三島線、(仮称)大曲工場１号支線などの道路整備を実施するとともに、

ボールパークへのアクセス道路となる西裏線の整備を進めてまいります。 

また、「舗装補修計画」に基づき、緑陽通線、大曲通線など計画的な老朽化対

策を進めてまいります。 

 

道路照明灯につきましては、安全で円滑な交通を確保するため、補修や更新

を行うとともに、設置から３０年以上経過したものを対象にＬＥＤ照明への更

新を進めてまいります。 

 

橋梁の長寿命化につきましては、「北広島市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、

泉２号陸橋や望橋などの補修工事や、天使歩道橋など今後工事を計画している

橋梁の補修設計等を進めてまいります。 

 

 除排雪事業につきましては、冬期間の円滑な交通と安全性を確保するため、

バス路線の排雪のほか、交差点の雪山除去や通学路をはじめとした歩道除雪の

充実に努めてまいります。 

また、除雪車両ＧＰＳ管理システムを運用し、除排雪の効率化や除雪体制の

維持・拡充に取り組んでまいります。 
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水道事業につきましては、「北広島市水道ビジョン・経営戦略」に基づき、計

画的かつ効果的な事業運営を進めるとともに、老朽化した配水管、配水池等の

施設の強靭化を図るため、「北広島市上下水道耐震化計画」等に基づき、施設更

新及び耐震化を進め、安全で安心な水道水の供給を行ってまいります。 

 

 青葉浄水場跡地の利活用につきましては、定住人口の増加、子育て世代の定

住促進や地域の活性化を図り、まちの発展に寄与するよう引き続き事業者と連

携を図ってまいります。 

 

下水道事業につきましては、「北広島市下水道ビジョン・経営戦略」に基づき、

安定的な事業経営を進めるとともに、施設の強靭化を図るため、「北広島市下水

道ストックマネジメント実施計画」や「北広島市上下水道耐震化計画」等に基

づき、下水道施設の改築、更新及び耐震化を行ってまいります。 

また、安定した下水処理、生ごみ・し尿等の混合処理及び乾燥汚泥肥料の緑

農地還元を実施し、循環型社会の形成を推進してまいります。 

 

新たな官民連携方式であるウォーターＰＰＰにつきましては、上下水道一体

の取組として、導入の可能性について検討してまいります。 

 

ゼロカーボンの推進につきましては、市民に対する再生可能エネルギー機器

等の設置への支援など、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進してま

いります。 

 

 環境の保全につきましては、「第３次北広島市環境基本計画」に基づき、大気・

水質・騒音・空間放射線量率の継続的な監視や測定を行ってまいります。 
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 環境啓発につきましては、市民団体等と協働し、小中学校での自然観察会や

エコ講座、市民や事業者が交流できる「環境ひろば」等を開催し、学習機会や

情報提供の充実を図ってまいります。 

 

火葬場につきましては、札幌市との広域連携により、里塚斎場の火葬場利用

サービスを継続するとともに、老朽化が進む現施設の今後のあり方を検討して

まいります。 

 

北広島霊園につきましては、効率的な管理・運営に努めるとともに、市民サ

ービスの向上に努めてまいります。 

 

 ごみの減量化・資源化につきましては、燃やせるごみの減量化に取り組むと

ともに、生ごみやミックスペーパーの資源化等を推進してまいります。  

 

 森林の保全につきましては、森林が持つ多面的機能が十分発揮できるよう、

森林環境譲与税を活用し、将来の担い手の育成、森林所有者や市民の意識醸成

に取り組み、民有林の整備を推進してまいります。 

また、森林経営計画に基づき市有林の間伐等の整備を実施するとともに、森

林ボランティアなど市民との協働による森林整備を推進してまいります。 

 

緑化の推進につきましては、市民との協働による公共施設や街路樹桝、公園

花壇への花苗植栽等、花いっぱい運動を展開するとともに、誕生記念樹の贈呈

を実施してまいります。 

 

 親水空間の保全につきましては、輪厚川の景観維持や環境整備を市民と協働

で実施し、市民に親しまれる憩いの場を提供してまいります。 
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公園の整備につきましては、設置から相当の年数が経過し、遊具の劣化の著

しい公園について、改築・更新を進め、利用者が安全に利用できるよう整備を

進めてまいります。 

 

東の里遊水地につきましては、「北広島市東の里遊水地利活用計画」に基づき

検討を進めるとともに、タンチョウとの共存可能な整備についても関係機関と

協議してまいります。 
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第５章 活力みなぎる産業と交流のまち 

 

次に、「活力みなぎる産業と交流のまち」についての施策であります。 

 

農業の担い手の育成につきましては、公益財団法人道央農業振興公社と連携

し、人材の確保、育成に取り組むとともに、新規就農者の定着や経営安定に向

けた支援を行ってまいります。 

 

農地の保全につきましては、経営基盤である優良農地や関連施設の維持保全

を図るとともに、道央農業協同組合と連携し、農地改良を行う農業者に対する

支援を行ってまいります。 

 

農業生産・流通の振興につきましては、関係機関と連携し、生産技術の向上

や経営基盤の安定化を図るとともに、クリーン農業に取り組む農業者の支援を

行ってまいります。 

また、地元猟友会などの関係機関と連携し、有害鳥獣による農作物の被害対

策を推進してまいります。 

 

食農教室やグリーンツーリズム等を推進し、食と農業の魅力の発信に取り組

んでまいります。 

 

地域産業の活性化につきましては、市と市内事業者との連携を促進し、企業

の認知度の向上に取り組むとともに、子どもたちの職業観の醸成及び企業の雇

用確保に繋がる事業を展開してまいります。 
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 産業集積の推進につきましては、直近の社会・経済動向や道央地域及び道内

の企業立地動向などを整理・分析し、本市の地域特性を踏まえた産業集積の可

能性について検討を行ってまいります。 

 

 中小企業者等への支援につきましては、円滑な事業資金調達のため、金融機

関への預託金により低利で融資を実施するとともに、利子及び保証料の補給を

行ってまいります。 

また、経営指導を行う北広島商工会に対して支援を行ってまいります。 

 

買い物環境につきましては、食料品取扱店が実施する移動販売・宅配等のサ

ービスを周知するとともに、日常における買い物環境の維持確保に向けた取組

について検討してまいります。 

 

 求職者への支援につきましては、国との連携によりジョブガイド北広島を運

営し、求職活動を市内で容易に行える環境を提供してまいります。  

また、高齢者や障がい者、外国人等を含めた多様な人材の就業機会の拡大

や、市内企業の求人活動を支援してまいります。 

 

ＵＩＪターン新規就業支援につきましては、子育て世帯の定住を促進するた

め、子ども加算の給付を実施してまいります。 

 

 観光の振興につきましては、「北広島市観光基本計画」に基づき、北海道ボ

ールパークＦビレッジやエルフィンロードなど本市の魅力を体験・体感できる

施設や観光資源を活用し、エルフィンパークに移転する北海道きたひろ観光協

会と連携・支援しながら観光施策を推進してまいります。 
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また、ボールパーク開業により生まれた地域経済の好循環を促進し、さらな

る地域の活性化を図るため、引き続き「地域おこし協力隊」を任用してまいり

ます。 

 

 シティセールスにつきましては、住みよいまち、住み続けてもらえるまちを

めざし、北広島の魅力を市内外の方々に知っていただき、愛着をもってもらえ

るよう、動画やインターネット、ＰＲグッズを活用し発信してまいります。 

 また、設置から３０年以上が経過したカントリーサインを、現在の市の特色 

を反映したデザインに変更することで、市の認識度の向上を図ってまいります。 

 

 ふるさと納税につきましては、市の魅力の発信や来市につながるよう返礼品

の拡充を図るとともに、企業版ふるさと納税を活用した事業を実施してまいり

ます。 

 

 多文化共生につきましては、本市を取り巻く社会情勢等の変化に対応した新

たな方向性や施策等を示したビジョンを策定し、だれもが安心して暮らすこと

ができる多文化共生社会の推進を図ってまいります。 

 

国際交流の推進につきましては、相互派遣交流をしているカナダ・サスカツ

ーン市へ高校生団員を派遣し、異文化への理解と国際感覚をもった人材の育成

を図ってまいります。  
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第６章 つながり成長するまち 

  

次に、「つながり成長するまち」についての施策であります。 

 

総合計画につきましては、策定から５年が経過することから、社会や経済情

勢の変化などを踏まえ、中間見直しを行ってまいります。 

 

市民参加につきましては、「市民参加条例」に基づき市政に関する情報を積極

的に公開するとともに、市民が市政に参加できる機会の充実を図り、市民自治

によるまちづくりを推進してまいります。 

 

また、市民協働につきましては、「公益活動団体との協働指針」に基づき、公

益活動団体への支援を行い、市との協働事業を推進してまいります。 

 

地域コミュニティの推進につきましては、自治会・町内会等の活動を支援す

るとともに、ふれあい学習センターの中規模修繕に係る実施設計を行ってまい

ります。 

 

西の里地区における公共施設につきましては、ワークショップを通じて把握

した地域の意見を踏まえ、施設の機能や整備手法について検討を進めてまいり

ます。 
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ボールパーク構想の推進につきましては、北海道ボールパークＦビレッジか

らもたらされる価値や機会について、より多くの市民の方々に感じていただけ

るよう、市民理解及び市民参加につながる取組を推進してまいります。 

また、安全・安心な歩行空間を確保するため、エルフィンロードの補助照明

を増設してまいります。 

 

北海道日本ハムファイターズや近隣市町村、関連する民間企業や関係機関と

の連携を深め、スポーツ、食、観光など様々な分野で取組を展開することによ

り、本市並びに広域的な成長・発展につなげてまいります。 

 

大学等の連携につきましては、星槎道都大学、北海学園大学、札幌国際大学

及び札幌医科大学との連携を促進するとともに、北海道医療大学の移転に向け、

大学と意見交換を行い、新たな施策の必要性の検討や移転前からできる連携事

業に取り組んでまいります。 

 

広聴活動につきましては、「きたひろしま市民の声」をはじめ、出前講座や出

前トーク、地域政策要望を通して、複雑・多様化する市民の要望の把握と市政

に対する相互理解を深めてまいります。 

 

市民の法律相談につきましては、日常生活で直面する法律上の問題や疑問を

解決するため、弁護士による無料法律相談を実施してまいります。 

 

ＤＸの推進につきましては、「北広島市ＤＸ基本計画」に基づき、手続きのオ

ンライン化やＲＰＡの活用推進など、市民の利便性の向上や業務の効率化を進

める取組を加速させてまいります。 

また、デジタル人材の育成など全庁的なＤＸ推進体制の強化に取り組んでま

いります。 
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行財政改革につきましては、「きたひろ未来創造ビジョン２０２１・未来創造

プラン」に基づき、持続可能な財政運営、市民サービスの向上、多様な主体が

活躍する共創社会の構築を柱とした取組を実施するとともに、中間見直しを行

ってまいります。 

 

新たな財源の確保につきましては、観光振興に要する費用に充てる財源とし

て、法定外目的税である宿泊税の導入に向け、引き続き検討を進めてまいりま

す。 

 

公共施設につきましては、令和８年度からの次期「北広島市公共施設等総合

管理計画」の策定に向け、人口減少や高齢化社会を見据えた各施設の将来的な

維持管理のあり方について検討を進めてまいります。 

 

本市のまちづくりに重要である、道営輝美町団地の建替えや札幌恵庭自転車

道線の延伸、輪厚川や島松川の河川整備等の円滑な推進に向け、事業主体とな

る国や北海道との連携を強化してまいります。
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Ⅲ 予算案の規模 

 

次に、令和７年度の各会計予算案について申し上げます。 

一般会計総額は、３４１億２，４５２万８千円で、前年当初予算と比べ 

１９．４％の増となるものであります。 

また、特別会計の総額は、１２９億７，４６９万５千円で０．６％の減、企

業会計の総額は、６６億１，５３３万９千円で５．４％の減となり、全会計の

総額は、５３７億１，４５６万円で、前年当初予算と比べ１０．５％の増とな

るものであります。 
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Ⅳ むすび 

 

以上、令和７年度の予算案の概要についてご説明申し上げました。  

 

３シーズン目を迎えるＦビレッジでは、学生や若者、小さいお子さんを連れ

た夫婦や高齢者、障がいのある方や外国の方など、多様な人々の笑顔があふれ

ています。 

Ｆビレッジは、本市が目指すべきまちの理想像をあらわしていると考えてい

ます。 

 

はたちのつどいの代表者から、ボールパークについて「青年よ大志を抱けと

いう言葉のように、夢をもち、挑戦し続けた成果」との言葉がありました。 

 

和田郁次郎翁、中山久蔵翁、クラーク博士の三偉人をはじめ、これまでの多

くの先人達が、夢をもち、努力や挑戦する意志をもって幾多の困難を乗り越え

てきました。 

 

今、私たちも、先人の挑戦する意思を受け継ぎ、それぞれの立場や垣根を超

えた共創の精神をもってまちづくりに取り組むことが重要です。 

 

１月末現在、本市には１００歳を超える方が５３名、いらっしゃいます。 

まさに人生１００年時代を迎え、だれもが安心して住み続けられるまちづく

りが求められています。 

 

目の前の課題解決はもちろんのこと、将来の市のあるべき姿を思い描き、引

き続き、市民の皆様との共創により、だれもが希望をもち、自分らしく生き生

きと暮らすことができる、安全で安心なまちづくりに全力で取り組んでまいり

ます。 
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市議会議員の皆様及び市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、令和

７年度の予算案の概要の説明とさせていただきます。 
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